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   第 ３ 回  熊本県議会  経済環境常任委員会会議記録 

 

平成27年９月１日(火曜日) 

            午前10時１分開議 

            午前11時17分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 県内中小・小規模企業の経営支援・相談体

制について 

 報告事項 

  ①特措法判定結果の出生年別、ばく露時

の居住市町村別による集計について 

  ②バイク・ラブ・フォーラムについて 

――――――――――――――― 

出席委員（８人） 

        委 員 長 田 代 国 広 

        副委員長 氷 室 雄一郎 

        委  員 西 岡 勝 成 

        委  員 村 上 寅 美 

        委  員 鎌 田   聡 

        委  員 坂 田 孝 志 

        委  員 松 村 秀 逸 

        委  員 中 村 亮 彦 

欠席委員（なし） 

委員外議員（なし） 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 環境生活部 

          部長 田 代 裕 信 

       政策審議監 宮 尾 千加子 

        環境局長 坂 本 孝 広 

      環境政策課長 家 入   淳 

      首席審議員兼 

     水俣病保健課長 田 中 義 人 

      首席審議員兼 

     水俣病審査課長 藤 本   聡 

   水俣病審査課政策監 山 口 喜久雄 

    環境立県推進課長 佐 藤 美智子 

      自然保護課長 川 上 信 久 

 商工観光労働部 

          部長 髙 口 義 幸 

      総括審議員兼 

      商工労働局長 伊 藤 英 典 

     新産業振興局長 渡 辺 純 一 

    商工振興金融課長 原 山 明 博 

      労働雇用課長 松 岡 正 之 

    産業人材育成課長 石 貫 秀 一 

      産業支援課長 古 森 美津代 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 黒 岩 雅 樹 

     政務調査課主幹 法 川 伸 二 

――――――――――――――― 

  午前10時１分開議 

○田代国広委員長 おはようございます。 

 ただいまから、第３回経済環境常任委員会

を開会いたします。 

 まず、本日の委員会に１名の傍聴の申し出

がありましたので、これを認めることといた

します。 

 さきの委員会で御説明しましたとおり、今

年度の閉会中委員会では、委員会として掘り

下げたいテーマを設定し、重点的に協議を行

うこととなりました。 

 去る７月27日に実施いたしました経済環境

常任委員会管内視察において、２カ所の中小

企業を視察しました。２つの企業とも、独自

のビジネスモデルを構築され、事業を拡大し

ておられましたが、経営環境が大きく変化す

る中で、企業経営に対するサポートが重要性

を増していると思います。このため、本日は

県内中小・小規模企業の経営支援・相談体制

についてを議題として設定いたしました。 

 委員各位におかれましては、本日の議題に

沿った質疑を行われますよう、御協力をお願

いいたします。 

 また、県執行部におかれましては、本日の

委員からの意見等について、施策等への反映
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の検討をお願いいたします。 

 なお、本日は、議題等に関連する部局のみ

の職員の出席を求めておりますことを、あら

かじめ申し添えます。 

 なお、議事に入ります前に、執行部から、

去る８月25日の台風15号による被害状況等の

説明を行いたいとの申し出がありましたの

で、これを認めることといたしました。 

 それでは、髙口商工観光労働部長から説明

をお願いします。 

 

○髙口商工観光労働部長 商工観光労働部で

ございます。 

 お手元のほうに、Ａ４の資料で、台風15号

に伴う被害状況と対応という資料をお配りし

ております。 

 先般の台風15号に伴います被害状況と対応

について御報告いたします。 

 県内の被害状況についてでございますけれ

ども、まず中小企業につきましては、商工３

団体を通しまして情報収集をいたしました。

屋根やガラス、それから、看板等の破損、停

電による商品の損傷など、現時点で600件以

上の報告が寄せられているところでございま

す。 

 また、誘致企業、観光業者等についても、

人的被害や大規模な建物損害の報告は現時点

ではございませんが、中小企業と同様の被害

の報告があっております。 

 県のほうでは、商工３団体に要請いたしま

して、去る８月26日付で商工３団体の事務所

があります県内60カ所に相談窓口を設定した

ところでございます。 

 また、県の制度融資でございます金融円滑

化特別資金の融資対象に、今回の台風被害で

一定の要件に該当するものを追加し、本日付

で施行することにいたしております。 

 報告は以上でございますが、今後とも情報

収集を続けながら適切に対応していきたいと

考えております。よろしくお願いいたしま

す。 

 

○田代国広委員長 それでは、議事に入りま

す。 

 最初に、議題について執行部の説明を求め

た後に、質疑を受けたいと思います。なお、

執行部の説明は、着座のまま簡潔に行ってく

ださい。 

 それでは、担当課長から資料に従い、順次

説明をお願いします。 

 

○原山商工振興金融課長 商工振興金融課で

ございます。 

 県内中小・小規模企業の経営支援・相談体

制についてというＡ４横の資料の１ページを

お願いいたします。 

 まず、１番の現状と課題でございますが、

本県の中小企業は、県内企業の99.9％を占め

ておりまして、このうち約９割が従業員20人

以下、商業・サービス業で申しますと５人以

下でございますが、このような小規模企業で

ございます。また、従業者数につきまして

も、中小企業への従事者が90.9％を占めてお

り、このうち約４割が小規模企業の従事者と

なっておりまして、中小・小規模企業は、本

県の地域経済を支え、雇用の受け皿として重

要な役割を果たしております。 

 しかしながら、尐子高齢化の急速な進展や

人口減尐社会の到来、海外との競争の激化な

ど、社会構造が大きく変化する中で、近年、

県内中小・小規模企業数は大きく減尐してき

ている状況でございます。 

 ここで下のグラフを御参照いただければと

存じますが、左側のグラフに、県内企業の規

模別の企業数と従業者数をお示ししておりま

す。 

 中小企業のうち、小規模企業を青色で、中

規模企業を赤色でお示ししておりますが、今

申し上げましたとおり、上段の従業者数、下

段の企業数とも、小規模企業と中規模企業が
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大きなウエートを占めているという状況でご

ざいます。 

 また、右側のグラフに、中小企業数と小規

模企業数の推移をお示ししております。ここ

では、青色が中小企業で、赤色がこのうちの

小規模企業の数でございます。 

 直近の３年間、2012年――平成24年です

が、と2009年、平成21年を比較いたします

と、中小企業数が約4,000社、小規模企業数

が約3,600社減尐しております。 

 本文に戻らせていただきますが、３段落目

でございます。 

 このような中で、特に小規模企業の活力を

最大限に発揮させることが必要との観点か

ら、昨年６月に小規模企業振興基本法が制定

されますとともに、議員提案により熊本県中

小企業振興基本条例が改正されたところでご

ざいまして、これらの趣旨を踏まえまして、

小規模企業の成長発展を促進するとともに、

事業の持続的な発展に向けた支援を進めてい

く必要がございます。 

 次に、２ページをお願いいたします。 

 主な取り組み状況でございます。 

 まず、(1)の小規模事業者等経営力強化支

援事業(成長発展)でございます。 

 この事業につきましては、小規模事業者等

の成長発展を図るため、創業・事業承継を支

援するとともに、経営革新を促進するための

各種事業でございます。 

 具体的には、①の創業・事業承継、経営革

新支援のためのセミナー、創業者等に対する

フォローアップ事業、専門家派遣等の事業で

ございます。それから②番、事業承継支援シ

ステムの構築、市町村が策定する創業支援事

業計画の策定支援、専門分野の支援人材育成

等でございます。それから③としまして、創

業者や事業承継者向けの融資制度の運用など

でございます。 

 次に、(2)の小規模事業者等経営力強化支

援事業(持続的発展)でございます。 

 この事業につきましては、小規模事業者等

の持続的発展を図るため、販売力強化等を促

進するための各種事業や経営発達支援計画に

取り組む商工団体の支援を実施するものでご

ざいます。 

 具体的には、①の販売力強化のためのセミ

ナー、異業種交流ネットワーク事業、専門家

派遣等、それから②、経営発達支援計画、こ

れは小規模支援法に基づき商工団体が伴走型

で小規模事業者を支援するための計画でござ

いますけれども、これを策定する商工団体へ

の支援、それから金融機関と経営支援機関の

連携支援事業、それから③、小規模事業者向

け等の関係融資制度の運用などでございま

す。 

 それから次に、(3)の地域力活用ビジネス

創出支援事業でございますが、これは、小規

模事業者等が連携して取り組む商品開発や販

路開拓を支援するために、商工会、商工会議

所等が行う事業に対して補助を行うものでご

ざいます。 

 具体的には、観光や農産品等の地域資源を

活用した商品開発や販路開拓等への支援を行

うものでございます。 

 次に、(4)の商工会、商工会議所、商工会

連合会に対する補助でございますが、これ

は、商工会、商工会議所等に対しまして人件

費及び事業費の補助を行い、経営指導員等に

よる経営改善普及事業の充実を図り、小規模

事業者の経営基盤の安定と創業、経営革新等

を推進するものでございます。 

 具体的には、①②にございますように、県

内49の商工会と９の商工会議所、それから商

工会連合会に補助を行うもので、補助金額の

内訳は、人件費が19億2,442万円余で、経営

指導員183人、経営支援員211人を補助対象と

いたしております。また、事業費につきまし

ては、１億4,552万円余を補助いたしており

ます。 

 商工振興課は以上でございます。 
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○古森産業支援課長 産業支援課です。 

 資料の３ページをお願いします。 

 県内中小・小規模企業の経営支援・相談体

制について、製造業等分野を説明いたしま

す。 

 １の製造業等を取り巻く環境は、国内経済

の低迷や新興国の経済成長等を背景に生産拠

点の海外移転が進み、近年、一部に国内回帰

の動きが見られますが、経済のグローバル化

の進展に伴う海外移転の動きは継続していま

す。また、我が国は人口減尐に転じており、

市場規模の縮小や人材確保への影響等も生じ

始めております。 

 このような中、グローバル化の進展や市場

規模の縮小に対応した企業経営が求められて

おり、中小・小規模事業者等には、経営の持

続的発展による地域経済の維持、活性化が期

待されています。 

 ２の課題は、まず(1)のリーディング企業

の育成支援等です。 

 １つ目は、県経済の力強い成長をリードす

るリーディング企業、これは営業利益と人件

費と減価償却費の合計である年間付加価値額

が10億円以上の企業を指します。このような

リーディング企業の創出を図っていく必要が

あります。 

 ２つ目は、地場企業の経営力強化を図るた

め、新商品の開発、海外への進出、他分野へ

の事業転換、人材育成など、各企業が目指す

方向性に応じた支援に取り組んでいく必要が

あります。 

 ３つ目は、地場企業単独では営業力に限界

がありますので、大手企業からの受注獲得に

向けた体制を構築する必要があります。 

 ４つ目は、リーディング企業の創出に向

け、地場企業の工場の新設や増設など、新た

な投資を促す仕組みが必要であります。 

 次に、(2)の小規模事業者等の持続的発展

に向けた支援です。 

 熊本県中小企業振興基本条例の改正を踏ま

えまして、事業活動の活性化や持続的発展を

図る必要があります。 

 ４ページをお願いします。 

 ３の取り組み状況です。 

 (1)のリーディング企業の育成等に向けた

支援として、１つ目は、リーディング企業育

成支援事業を実施しています。 

 これは、地場の中小企業をリーディング企

業に育成するため、県と産業支援機関、金融

機関等の関係機関が連携して総合的、継続的

な支援を行うものです。現在、35社をリーデ

ィング育成企業に、11社をサブリーディング

育成企業に認定し、サポートチームによる支

援や補助金等の幅広い支援を行っています。

また、本年度から新たに海外展開の支援を加

え、これまで以上に重点的な支援を行ってお

ります。 

 ２つ目は、中小企業チャレンジサポート＆

ソリューション事業です。 

 これは、財務、マーケティングや生産管

理、技術開発等の専門家チームが、販路開拓

や生産現場の改善活動等の指導を行い、経営

革新に向けた支援を行うものです。本年度

は、これまでに35社に対し、延べ130件の指

導を実施しております。 

 ３つ目は、企業連携体活動促進事業です。 

 これは、大手企業からの受注獲得を目指し

て、地場企業の連携体による共同技術提案会

や商談会等を開催するものです。本年度は、

既に１回共同提案会を開催し、そのほか大手

企業訪問を実施しております。 

 ４つ目は、地場企業立地促進費補助です。 

 地場企業によります県内生産拠点の拡充促

進と雇用機会の確保を図るため、投資額や雇

用人数等の一定の要件を満たす工場等の新設

または増設に対して補助金を交付するもので

す。これまでに24社を認定しており、２社に

対して補助金を交付しております。 

 (2)の小規模事業者等に対する支援とし
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て、本年度から新たに小規模事業者等支援事

業を実施しています。 

 これは、小規模事業者等の経営上の課題解

決を図るため、関係機関と連携した総合的、

継続的なサポートに取り組むものです。特

に、くまもと産業支援財団内のよろず支援拠

点と連携した総合支援体制を構築していま

す。７月末までで168社、260件の相談対応を

行っております。 

 ５ページをお願いします。 

 リーディング育成企業の直近の付加価値額

のグラフです。 

 現時点で付加価値額10億円を超えるリーデ

ィング企業は４社です。３億円から５億円の

企業が徐々にふえておりまして、全体として

は付加価値額は増加傾向です。 

 産業支援課は以上です。よろしくお願いし

ます。 

 

○田代国広委員長 以上で執行部の説明が終

了しましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 質疑ございませんか。 

 

○西岡勝成委員 １ページのこの中小企業・

小規模事業者の企業数が減ってきております

けれども、減ってきていること自体は私はあ

んまり問題ないと思うんですね。生産量、実

際の生産額がどうなっているのかというのは

わかるんですか。要するに、中小企業なり、

小規模事業者の生産額というのは。 

 例えば天草で言うと、魚類養殖業者もかな

りの数があったんですね、200とか幾ら。今

はもう30とか40になっていますけれども、生

産規模はほとんど変わってないんです。牛深

の水産加工業も、戦後は200も300もあったの

が、今30弱になっていますけれども、全体と

しての生産額は変わってない。それだけ合理

化が進み、近代化が進み、個々の生産量がふ

えていますから、そういう面からすると、あ

ながちこの数字が減ってきているだけで問題

になるのはちょっとまた違う面があるんじゃ

ないかと思うんですけれども、その辺の生産

額というのはわかるんですか。 

 

○原山商工振興金融課長 商業関係の商品販

売額のほうで数字を申し上げますと、平成24

年の経済センサスで３兆3,659億円なんです

が、これにつきましては、まあ統計が若干変

わっているせいもありますが、この５年間で

は――単純比較はできませんが、この５年間

で約15％ぐらいやはり減尐しているという状

況はございます。 

 

○西岡勝成委員 だから、私が言いたいの

は、数、創業といいますか、新しく業を興す

ことも大事なんですけれども、そういう近代

化によって生産量を上げていくということに

対しての支援といいますか、要するに時代の

流れがもう、特に地方では今度は人がおらぬ

ようになってきているわけで、その部分をど

うカバーするかということは、やっぱりロボ

ットを入れたり、そういうことをしていかな

いと、生産量が今度は維持できないところま

で来ますので、その辺に対する産業支援とい

いますか、経営支援というものを充実してい

く必要があると思うんです。 

 魚類養殖あたりも、昔はいかだの上にそれ

ぞれ１人ずつ人がおったんですよ。もう今は

ほとんど人はおりません。自動給餌器があっ

たり、船から直接給餌したり、そういう形が

とれておりますし、それだけやっぱり近代化

が進んで生産量が高くなって、生産額が高く

なって、その分また今度は魚価のほうの値段

が下がってきているもんで、また違う問題が

起きているんですけれども、やっぱりそうい

う近代化に向けての支援策というのは、私

は、今後非常に人が尐なくなっていく中で重

要だと思いますので、その辺のほうに力を入

れていただきたいと思います。 
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○田代国広委員長 要望ですか。 

 

○西岡勝成委員 はい。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○村上寅美委員 ２ページの小規模事業者等

の強化支援事業ということで40億か、計上し

てあるけど、これの貸し付け条件、１企業、

中小企業あるいは小規模企業に対しての貸し

付け条件は、１人当たり――その辺の条件等

が全然わからぬが、どうなっているのか。上

限が幾らなのか。 

 

○原山商工振興金融課長 まず、小規模事業

者応援資金でございますけれども、これにつ

きましては限度額が1,250万円でございま

す。 

 

○村上寅美委員 中小は。 

 

○原山商工振興金融課長 それから、次のチ

ャレンジサポート資金、これが１企業8,000

万円でございます。 

 

○村上寅美委員 それで、結局経済は回復し

つつあるというものの、物価は上がったけ

ど、中小企業あたりでは、逆にそれだけの購

買力というのは地方はないと思うたい。だか

ら、非常にそこにハンディキャップが起きと

るような状況で、だから、給料のベースが上

がらんことにはいかぬけど、中小企業の場合

は上がっているかな。結局、上場会社あたり

は上がって利益も出とるし、上がっているけ

ど、中小企業あたりはどうなのかい、その辺

の経済ベースでは。人件費ベースでね。大ま

かでいいから。 

 

○原山商工振興金融課長 先般、経済産業省

が全国の数字を発表いたしましたけれども、

それにつきましては、今のところ67％程度が

中小企業も賃上げを実施しているというよう

な結果は出ておりました。 

 

○村上寅美委員 熊本は。 

 

○原山商工振興金融課長 熊本の数字はちょ

っとつかんでおりません。申しわけございま

せん。 

 

○村上寅美委員 熊本ばつかまなん、おまえ

は。熊本県が熊本をつかんどらんでどうする

か。 

 

○松岡労働雇用課長 県内におけます事業規

模５人以上の給与月額が、約28万3,000円で

ございます。全国と比較しますと、約８割前

後になっているかと思います。 

 

○村上寅美委員 給与水準が80％ということ

だな。 

 

○松岡労働雇用課長 はい。 

 

○村上寅美委員 それともう１つ関連で、8,

000万というけど、貸し付け条件が8,000万だ

から、無作為に貸すわけじゃないから、貸し

付け条件があるわな。その辺はどうなの。 

 例えば、私が何を言わんとするかといえ

ば、非常に中小企業は厳しいから、だからセ

ーフティーネットなんかで非常に熊本県は―

―これも後で尋ねようと思ったけど、これで

非常に救われている、数年前からね。救われ

ているような状況になっているから、だか

ら、それもこの前の説明で聞いたところが、

100何十億とかで返済がほとんどできている

ような状況だけど、個々によっては借入金の

残高があれば該当しないところが多いから、

この辺の貸し付け条件というのを聞きたいわ
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けよね。 

 

○原山商工振興金融課長 まず、小規模事業

者応援資金につきましては、年利が、３年以

内固定で1.35％以内、さらに、保証料で、段

階に応じて0.5％から1.35％というのが一番

有利な資金でございます。 

 

○村上寅美委員 それは金利でしょうが。だ

けん、貸し付け条件はどうなのかいというこ

とを僕は聞いているわけよね。例えば、具体

的に言うならば、もう借り入れが、要するに

１企業に対して今借り入れ残が残っている

と、残っているのに上乗せでこれが借りられ

るかということを聞きたいわけたい。だけ

ん、貸し付け条件ということを聞きよる。金

利もだけどね。その辺はわかっている。 

 

○原山商工振興金融課長 信用保証協会の保

証をどうしてもつけますので、それが１企業

当たり２億8,000万円が限度でございまし

て、基本的にはそれまでは…… 

 

○村上寅美委員 それはセーフティーネット

だろう。 

 

○原山商工振興金融課長 はい。 

 

○村上寅美委員 セーフティーネットの話だ

ろう。その範囲内だから、だからもうちょっ

と言うなら、中でもこの予算を――これだけ

せっかく県が組んでいるでしょう。組んでい

るけど、不用額で相当数不用額が出はせぬか

なという危惧もしているわけよ、実態は。 

 ということは、今君の説明を聞けば、全国

データとかどうとかと、データでばっかり物

を言うから、実体経済がわかっとらぬから

ね。ましてや熊本の県内のために組んである

わけだから、熊本のデータがわからないとい

うことじゃあね。だから、これはもう追及は

せぬけど、その辺をやっぱり掘り下げてもら

いたいということをお願いしたい。 

 だから、セーフティーネットの２億8,000

万、それから8,000万というのは無担保のあ

れだろう。無担保で8,000万というのは、セ

ーフティーネットの制度の中でのこれは予算

だね。だから、新規予算みたいだけど、そう

じゃなくて、だから借り入れとしては借りら

れないわけですよ。この辺が一番の問題だか

らですね。せっかく――保証協会というの

は、一般企業は銀行と対等で借り入れできる

わけだけど、厳しいから保証協会あたりの保

証をお願いするという形でしょうが、実態は

ね。だから、そういう中だから、制度はある

けど借りられない。それから、もう借りてい

るから借りられないというような状況になっ

て、恐らく僕は消化できぬと思うとたい。 

 それにもう１つあるのは、君たちがこうい

う制度をつくった。40幾つの商工会議所、い

ろんなところに窓口がありますと、そこまで

おりた、そこが説明会をそれぞれしてくれて

いるかということを追跡してもらいたいと思

うのよ。知らないんだ、市場あたりは。新た

に緊急対策あたりで予算組んでも、知らない

と。組合員ですよ、会議所の。会員であって

も知らない。だから、会議所あたりで――こ

れはやっていると思うよ。だから、どこまで

掘り起こして、どの程度やっているか。 

 だから、せっかくだから、組合員あたりに

は――借りる、借りないの意思は個人本人が

意思決定するわけだけど、情報が入らなくて

終わるというのが多いんですよ。だから、こ

れは県の責任じゃないけど、やっぱり県が指

導する立場でありゃせぬかなと思うわけた

い。だから、非常に不用額が出てくる。知ら

ないとか、それと手続が面倒だというような

形でね。 

 そういう問題もあるから、だから、借り入

れだから、それはちゃんとしなきゃいかぬの

はわかっているけど。だから、まず情報だけ
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は的確に、やっぱり中小企業におりるよう

な、個々におりるようなことを指導してもら

いたいなと。これは要望でいいから。 

 

○田代国広委員長 予算の消化も含めて、答

弁を求めたいと思います。 

 

○髙口商工観光労働部長 今村上委員から御

指摘がありました小規模・中小企業者に対す

る融資あるいはそのいろんな制度の周知の話

について、私どもも非常に重く受けとめてお

ります。 

 昨年、中小企業振興基本条例を改正いただ

きましたけれども、私も幾つか小規模事業者

の方々とお話をしていると、なかなか県が持

っております制度について十分御存じない方

が非常にたくさんいるというのは、身をもっ

て感じております。 

 やっぱりそこら辺につきましては、経営発

達支援計画を今国が各商工会、商工会議所に

つくらせようとしております。私どもも、や

っぱり中小企業・小規模事業者をしっかり支

援していくためには、この商工会、商工会議

所がしっかりとした体制になることが一番大

事だろうというふうに思っておりまして、今

度９月補正でもそこら辺のところを尐し御議

論させていただこうと思っております。 

 やはり各会議所、商工会の経営指導員の方

々が、自分が持っているだけじゃなくて、周

りのいろんな関係者の情報も入れながら支援

ができるような体制をしていくことが大事だ

と思っていますので、そこはしっかりと受け

とめてやらせていただきたいと思います。 

 

○村上寅美委員 もう要望で結構だけど、そ

の辺を、せっかく団体に補助金まで出してい

るわけだから、助成までしているんだから、

インパクトの強い指導をしてくださいよ、県

だから。そして、やっぱりもうちょっとデー

タが欲しいね、その辺のね、裏づけを。要望

で結構です。もういいです。 

 

○田代国広委員長 予算の消化率はどういう

状況ですか。 

 

○原山商工振興金融課長 今年度の利用状況

でございますが、対前年比としましては

129.7％でございまして、特に先ほど申し上

げました小規模事業者応援資金、この辺利率

とか下げておりまして、その関係で利用はい

ただいているという状況はございます。 

 

○氷室雄一郎副委員長 私は６月の質問でも

この辺はしたんですけれども、この小規模事

業者応援資金、サポート資金、条例改正で枠

も拡大しました、利率も下げました、保証料

も下げましたということですけれども、前年

度に比べまして、この新しい枠組みをセット

されたわけですけれども、その辺の利用状況

といいますか、かなり、まあ60％ぐらいじゃ

ないかと思うんですけれども、あと枠は準備

したんですけれども、利用率が上がらなけれ

ば、これはどこに原因があるのかという、今

おっしゃったように、いろんなネックはある

んですけれども、じゃあメニューはそろえま

したよ、どうぞとおっしゃっても、その利用

状況がどうなのかということをやっぱり分析

しながら、じゃあどうしてそうなっているの

かという、大体60％か70％ぐらい、あとは利

用率がないんじゃないかと思うんですけれど

も、その辺ちょっと実態を。前年度と、ま

た、これが新しくスタートしましたけれど

も、その辺の利用状況をちょっと概略を説明

していただければと思います。 

 

○原山商工振興金融課長 平成26年度につき

ましては、新規融資枠336億円ございました

が、このうち約117億円の融資実績で、約35

％の利用でございます。 

 現在、平成27年度につきましては、新規融
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資枠300億円用意してございますが、７月末

現在で約48億3,700万円ということで、金額

ベースで対前年比では129.7％というような

状況になってございます。 

 

○氷室雄一郎副委員長 じゃあ、その改正に

伴いましてさまざまな条件を緩和されたわけ

ですけれども、その効果は見られると判断し

ていいんですか。 

 

○伊藤商工労働局長 今副委員長御指摘の小

規模事業者応援資金の件でございますけれど

も、これにつきましては、平成26年度につい

ては38億の枠を設定しておりまして、その執

行分が19億ということでございますので、52

％の執行率。融資対象者の件数としては、

727件が実際のものでございました。 

 先ほど商工振興金融課長がお話ししました

ように、27年度については、26年度の実績よ

りも約３倍程度――当月比でございますけれ

ども、利用がふえてきているというのが実態

でございまして、今現在、７月現在でござい

ますけれども、27年度については、もう既に

19億の支出をしてございます。支出対象件数

として、594社ということでございます。 

 そして、応援資金については、今年度は、

先ほどもお話ししたように、50億ということ

で、一応20億枠をふやして対応しているとい

うのが今の現状でございます。そういう意味

では、活用は活発化してきているというふう

に評価できると考えています。 

 

○氷室雄一郎副委員長 今あらあらの数字は

お示しになりましたけれども、条例改正に伴

いましてメニューを緩和されていると、その

効果もかなり期待できると。しかし、利用率

からすれば、もっとあってもいいんじゃない

かと。じゃあ、その裏にはさまざまな条件が

あるわけでございまして、なかなか、何とい

いますか、県が示したようにその数字は移行

しないと思うんですけれども、まあ現在まで

はメニュー改正の効果はある程度あっている

と、そういう判断をしておりますので、今

後、この推移をしっかり見守っていきたいと

思っております。 

 以上でございます。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○坂田孝志委員 セーフティーネット資金の

今の利用状況といいますか、残高といいます

か、それもあわせて教えてもらえますか。 

 

○伊藤商工労働局長 セーフティーネットに

つきましては、まず平成26年度でございます

けれども、金融円滑化特別資金というもので

ございますが、これにつきましては、融資別

実績、26年度につきましては51億8,000万円

余ということでございます。件数で534件、

執行率、これは一応予算枠上は192億円を確

保しておりますので、執行率としては27％で

ございます。 

 それから、27年度現在でございますが、こ

れは27年度の予算枠としては150億を確保し

てございます。それにつきましては、７月末

現在の数字でございますが、17億3,600万円

余ということで、件数として173件の支出執

行でございます。同月比、26年と比較します

と、ほとんど変わらない程度の執行率という

形でございます。 

 ただ、つけ加えますと、委員も御承知かと

思いますけれども、金融円滑化特別資金、緊

急対策資金のほうでございますが、これは対

象業種が相当圧縮されていますというか、対

象業種を絞った運用になっておりまして、そ

の分利用率が減尐してきているというのが実

態でございます。 

 以上でございます。 

 

○村上寅美委員 総額は幾らあっとや、セー
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フティーネットの。 

 

○伊藤商工労働局長 制度融資の金融円滑化

特別資金については150億…… 

 

○村上寅美委員 いやいや、だから、さっき

言った２億8,000万と8,000万のセーフティー

ネット資金の残高、総額は。何千億かあるだ

ろう、2,000～3,000億なか。 

 

○原山商工振興金融課長 保証協会が承諾し

ております全体の額でいきますと、26年度で

2,400億円以上ございます。 

 

○村上寅美委員 これは金融庁を中心に国の

制度でしょうが、課長。国の制度でしょう

が、あの２億8,000万、8,000万という制度

で。それを忠実に県は履行しているわけです

けど、熊本県としての特色というか、熊本県

としてのプラスアルファという要件はない

の。 

 熊本県としては、やっぱり中小企業の――

君が言ったように、99.9％ぐらい中小企業と

いう立場の県だから、農林水産も含めて。だ

から、県としての独自の、それにプラス――

乗せるような制度はつくってないのかね。枠

を広げるとか何か。なかならなかでよかた

い。あるかなかかだけでよかたい。 

 

○伊藤商工労働局長 今委員御指摘の円滑化

資金に関連することで、県独自ということで

ございますならば、保証料の補助という形

で、その8,000万の枠についてのみ県の保証

料補助をやっております。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○鎌田聡委員 １ページで、中小企業数と小

規模企業数の推移ということで、このグラフ

でいくと、中小企業で4,000社ぐらい減って

いるという状況でありましたが、これは、こ

の中で創業者も何ぼかあって、だからそれ以

上になくなっている企業があるというふうに

思いますけれども、その創業者数が大体どの

くらいで、なくなっているのがどのくらいな

のかをちょっと教えていただきたいと思いま

す。 

 

○原山商工振興金融課長 開業率と廃業率を

ちょっと申し上げますと、地元シンクタンク

が経済センサスを使って算出した数字でござ

いますが、平成21から24の平均になります

が、開業率で2.4％、廃業率で6.2％という数

字が出てございます。 

 

○鎌田聡委員 ぱっと計算できんごたるです

ね。なら、大体何社何社ぐらいになっとです

か。 

 

○原山商工振興金融課長 済みません、ちょ

っと数字がすぐには……。 

 

○鎌田聡委員 いずれにしても、開業者数も

それなりに、まあ2.4％ぐらいの率であっ

て、それ以上に、だから、この4,000社以上

に減ってきているというのが実態なんです

ね。 

 そういうことでありますけれども、この減

ってきている要因というのは、経営状況が大

きいのか、それとももう年とってでけぬばい

というような話が多いのか。その辺の、どう

なんですか、内容的には。 

 

○原山商工振興金融課長 まず、全体として

やはり人口減尐というようなことで、売り上

げの減尐等が中心になると思いますが、あ

と、やはりなかなか尐子高齢化もありまし

て、事業の引き継ぎができないとか、そうい

った面で廃業しているというところもあると

いうふうに聞いております。 



第３回 熊本県議会 経済環境常任委員会会議記録（平成27年９月１日) 

 - 11 - 

 

○鎌田聡委員 その引き継ぎができないとい

うのは、引き継ぐ人がいなくてできないの

か、経営的にできないのか。もうやっぱりい

なくてできないということなんですよね。 

 

○原山商工振興金融課長 両方あろうかと思

いますけれども、なかなか後継者が見つから

ない、引き継ぐ場合も、時間がかかってなか

なかスムーズにいかない、そういった話があ

るというふうに聞いております。 

 

○鎌田聡委員 そのために事業承継の支援と

いうのを今度力を入れてやられるわけであり

ますから、しっかりとその辺もですね。 

 まあ、条件があってできないということで

あれば、その辺をやっていただきたいと思い

ますけれども、あと、ちょっと創業者の関係

を先ほど言いましたけれども、創業者の支援

資金というのも準備をされておりますけれど

も、実際、創業者支援が、先ほど率は聞きま

したけれども、実際の利用状況というのをち

ょっと教えていただきたいと思います。どれ

くらいの人が創業をしているのかということ

ですね。 

 

○原山商工振興金融課長 昨年度、平成26年

度の実績でございますが、196件、７億9,700

万円の利用があってございます。 

 

○鎌田聡委員 大体年間平均してそのくらい

になるんですかね。 

 

○原山商工振興金融課長 そうですね。25、

26と、この創業資金については増加傾向にご

ざいます。 

 

○鎌田聡委員 中小企業支援のうちで、やっ

ぱり創業者をきちんと支援して、そしてそこ

を育てていくという取り組みが必要になって

くると思いますし、そして、その支援した後

の企業がどうなっているのかというのも、ぜ

ひまた追跡をしていただいて、どの辺がやっ

ぱり――足りない部分をきちんと、やっぱり

またさらなる支援をやっていかなければなら

ないと思いますので、そちらのほうの支援も

ぜひお願いしておきたいと思います。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○中村亮彦委員 ２ページの商工会・商工会

議所・商工会連合会に対する補助ということ

で、ここについてちょっとお尋ねをしたいん

ですが、先ほどのお話の中で、その各支援事

業について、この商工会、商工会議所の協力

が大変必要だというお話が出ましたけれど

も、商工会において、商工会の職員の方の仕

事の内容の実情でいきますと、個別に企業を

訪問したり、経営支援をやったり、大変お忙

しく過ごされていると思うんですけれども、

そんな中で、やっぱり商工会はどうしても補

助金団体であります。ほとんど70％ぐらいが

補助金で運営しているわけですね。あとの30

％は金融あっせんだとか、そういう手数料、

その他の収入があるわけでありますけれど

も、とにかくお金がないと人がふやせない

と。 

 今、ここのページの中にもありますけれど

も、経営指導員、それから経営支援員の人の

数がここに載っていますけれども、このほか

に、やっぱりパートを雇って運営している、

そういう商工会もあるわけでありまして、こ

こに補助対象者、商工会49団体、それから商

工会議所、商工会連合会ということでありま

すけれども、商工会連合会、これは多分県連

のことだと思うんですが、この商工会49団体

の中で、１ページにありますように、企業者

数が物すごく減っているという状況の中にあ

って、地域によってはこの小規模事業者、中

小企業者がふえているところもあるわけです
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ね。しかし、毎年、この県の補助金というの

が各商工会49団体に渡っていると思うんです

が、この金額というのは恐らく把握されてい

るというふうに思うんですけれども、毎年何

かかわりばえがしないような気がするんです

ね。 

 例えば菊陽町で言いますと、先ほど平成24

年度の経済センサスのデータをおっしゃいま

したけれども、その経済センサスの中では

800社ぐらいだと思うんですよ、菊陽町は。

私の理解が間違っているかもしれませんが。

平成27年度の総会の資料を見てみますと、こ

れは1,000社を超えているんですね。という

ことになりますと、２～３年の間にもう200

社ぐらい事業者がふえているということにな

れば、この補助金あたりのめり張りというも

のについては、何を参考に――あんまり私の

感覚ではかわりばえがないような気がします

ので、これは何を参考にこの補助金を算定し

ておられるのか。あるいは、県連にどんと渡

って、その県連がその割り振りの主導権を持

っておられるのであれば、ここで聞くことで

はありませんけれども、その辺を伺いたいと

思います。 

 

○原山商工振興金融課長 基本的に人件費が

多くを占めますが、小規模事業者数に応じて

県指導員、職員の設置数が決まってまいりま

すので、それに応じた額というのが基本にな

ります。あと若干事業費がございますが、そ

れにつきましては、手を挙げたところに事業

を配分するような形になりますので、その辺

で多尐差が出てくるという部分はございま

す。基本的には、小規模事業者数に応じた指

導員の設置数とそれに応じた事務費と、そう

いう形になってまいります。 

 

○中村亮彦委員 減尐傾向にあって、地域に

よってはふえているところがあるということ

で私さっき申しましたけれども、ふえている

ところが何団体ぐらいあるか把握されている

でしょうか。49団体のうちですけれども。 

 

○原山商工振興金融課長 申しわけございま

せん。今ちょっと手持ちにございません。 

 

○中村亮彦委員 また後で教えていただきた

いと思います。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 

○村上寅美委員 49団体というけど、ほとん

どが合併とか集約とか、拠点市場づくりでそ

ういうふうにして、振興局単位とかいろんな

形であるけど、これは、部長、将来とも49団

体というのに、ほとんどは減っていると思う

のよ。人口だって、菊陽とか、植木とか、西

岡さんの牛深とか、減るところとあれは極端

だから。だから、町村合併みたいな形でやっ

ているから、学校だって統廃合というような

状況の現下でしょう。そういう中で、49団体

について、どういう考え、集約の計画という

か、そういう考えがあるのか。それとも、今

言うように、ふえているところもあるし、ほ

とんどは減っていると思うけど、全体からす

れば。だけん、その辺の考え方はどうなの。 

 

○髙口商工観光労働部長 商工会との合併に

ついてですけれども、商工会と商工会議所は

もともと法律が違いますので、この商工会と

商工会議所を合併するのはなかなか非常に難

しいところがあります。 

 商工会につきましては、10年前の市町村合

併に伴いまして、ほとんどのところがもう既

に商工会の合併は終了いたしております。今

合併ができていないのは、この熊本市の周辺

の、例えば河内とか海沿いのところの託麻と

か、この周辺のところが合併できておりませ

んが、これを合併すると、ちょうど何かドー

ナツ状のところを１つの商工会がするような



第３回 熊本県議会 経済環境常任委員会会議記録（平成27年９月１日) 

 - 13 - 

形になりますので、これがいいかどうかはよ

く議論が必要ではないかなというふうに思っ

ております。かつ、それなりに規模の大きな

商工会もございますので、その辺は単純に合

併したからいいというふうな単純な議論では

ないと思っておりまして、そこは各商工会の

皆さん方としっかり議論していきながら、効

率化のことについては考えていったほうがい

いと思いますし、まずはそこにいらっしゃる

中小企業の方々が、どういうふうに商工会を

思われるのかということを大事にしながら考

えていったらいいのかなと思っております。 

 

○村上寅美委員 思うのは、それは地元にあ

ったほうが一番よかわけたい。だから、河内

一つとっても、河内だけじゃなくて、飽田も

天明もあるから、その辺が気になったから俺

は発言したことであってね。それを、向こう

の考え方に沿ってというのが今君の発言だろ

う。それでいいのか、行政は、そういう考え

で。半分になりよるぞ。 

 

○髙口商工観光労働部長 地元の意向を最優

先でやるということではなくて、よく意見を

聞きながら、どういうふうにしたら一番効率

的になるのかについて検討していきたいとい

うことでございます。 

 

○村上寅美委員 まあ、いいけど、いずれに

しても、やっぱり人口減と同時にどんどんど

んどん会員が減尐していくというような状況

の中で、今言うように、足りないところと、

それから減っているところということの政策

ぐらいは県が持っとかないと、意見は十分聞

かないけないし、あったにこしたことはない

んだから、住民としては。身近だから。しか

し、行政としてどういう考え方を持っている

かというようなことは、やっぱり１つのもの

を持っておく必要があるんじゃないかなとい

うふうに私は思うから。答えは要りません。 

 

○西岡勝成委員 国内市場が人口減尐の中で

縮小していく中で、やっぱり海外戦略という

のは非常に今後の中小企業にしても大事だと

思うんですね。 

 熊本県も、アジア戦略で積極的にやってお

りますけれども、特に食品あたりの衛生基

準、例えばＨＡＣＣＰ対応の工場とか、ハラ

ール対応の、そういうところをたくさんやっ

ぱりつくっていかないと、なかなか海外戦略

でやっていくにしても、衛生基準を満たさな

くてできないという部分があるので、その辺

に対する積極的な支援といいますか、助成と

いいますか、そういうものをやってほしいと

思うんですね。 

 最近、天草で天草大王の処理加工場が、こ

れはハラール対応、ＨＡＣＣＰ対応両方でき

ました。人吉にも牛の処理ができていますよ

ね、ハラールの。ああいうふうなものをやっ

ぱり県下に広げていかないと、中小企業が生

き残って成長していくのが、なかなかこの国

内では難しい状況になりますのでね。 

 ４ページのところにも、リーディング産業

のところで育成って書いてありますけれど

も、ぜひそういう衛生基準あたりを満たすた

めの設備投資に対する支援策を強化してほし

いと思うんですけれども、その辺はどうなん

でしょう。 

 

○古森産業支援課長 西岡委員が今御指摘の

ありましたように、県内の地場企業さんにお

いては、海外への展開というのは非常に関心

は高いというふうに、つい最近も意見交換を

して聞いております。 

 ただ、私どもの産業支援課といいますの

が、もともと県内の地場企業に対する支援を

中心にしておりまして、今回、このような形

で海外支援の方策を拡充しておりますが、な

かなかノウハウがやっぱり尐ないという面が

ございます。 
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 ですから、これについては、ノウハウのあ

ります国際課とかあるいはジェトロとか、や

はりそういうところと今連携をしながら支援

をするという形でしております。実際に、工

業連合会におきましても、そのあたりはジェ

トロの支援を受けながら今海外展開を始めて

おりますので、県だけでは難しい面は、そう

いう機関と連携してまいりたいと思います。 

 

○西岡勝成委員 設備もそうだし、マーケテ

ィングにしても、やっぱり海外のマーケティ

ングというのは、県で単独でやるのは非常に

難しい部分がありますので、ジェトロとか、

そういう国際課あたりを活用しながら、ぜひ

中小企業の要望に応えていく支援対策を考え

ていただきたいと思います。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

 私から要望しておきたいと思いますが、地

方創生元年だというふうに勝手に私言ってい

るんですけれども、地方創生の成果を上げる

ためには、やはり中小企業あるいは小規模事

業者の育成支援が非常に大事だというふうな

気がいたしております。 

 そういった小規模事業者なり地場産業等の

やっぱり活力があることによって、保つこと

によってふるさと創生とつながっていくとい

うふうに考えられるわけでございますので、

担当課におかれましても、大変な事業ですけ

れども、しっかりとそういった地方創生も含

めたところの視点からも、それぞれの課で成

果を上げられるように努力をしていただきた

いというふうに要望しておきたいと思いま

す。 

 ほかにありませんか。 

 

○坂田孝志委員 今の関連ですけれども、き

ょうは、この資料だったから、今の委員長の

内容のことについて触れませんでしたけれど

も、ぜひそういうやっぱり人口流出を抑える

あるいはＵターン、Ｉターンを進めるために

は、地場で働く、要するに雇用の育成、事業

所の確保という観点でありますから、今ずっ

と取りまとめしておられるんでしょう。だか

ら、次回か、またその次ぐらいにやっぱりそ

の内容を、今こんなことでやろうとしている

んだということを次のときにでもお示しいた

だければなと思いますので、よろしく取り計

らいをお願いしたいと思います。 

 

○西岡勝成委員 もう１点よございますか。

何回も済みません。 

 きのう、自民党のまち・ひと・しごと創生

本部――副大臣が天草にお見えになって、女

性起業家の活動家の方３名に会って帰られま

した。 

 私もずっと一緒に行ったんですが、やっぱ

り女性の視点というのは非常に大事と思うん

ですね。だから、女性が起業をする、仕事を

始める、そういうことに対しても、また別の

視点でこれからはやっぱり支援をしていく必

要があると思いますので。 

 やっぱり女性は粘り強いです。そして、非

常に段取りよくやっておられる姿が、きのう

も話をお聞きしてですね。１人は、天草のプ

リンスホテルのおかみさんだったんですが、

ヘルスツーリズムをやられて、これが天草ば

かりでなく、熊本県下、九州まで広がってい

るんですね。そういう運動をされています

し、やはり女性の視点というのは、今後、安

倍総理も女性の視点をいろいろ考えておられ

ますけれども、そういう面での支援策もぜひ

ひとつ、大事だと思いますので。これはもう

要望で結構ですけれども。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。―

―なければ、これで質疑を終了します。 

 次に、その他に入ります。 

 議事次第に記載のとおり、執行部から報告

の申し出が２件あっております。 
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 まず、報告について執行部の説明を求めた

後、一括して質疑を受けたいと思います。  

 それでは、担当課長から資料に従い、順次

報告をお願いします。 

 

○田中水俣病保健課長 水俣病保健課でござ

います。 

 特措法の判定結果の出生年別、暴露時の居

住市町村別による集計について御報告をいた

します。 

 縦長の経済環境常任委員会報告事項、環境

生活部水俣病保健課と記載しております資料

のほうをお願い申し上げます。８ページでご

ざいます。 

 １のこれまでの主な経緯でございます。 

 平成16年10月の関西訴訟最高裁判決以降、

認定申請や裁判をされる方が急増してまいり

ました。これに対しまして、県といたしまし

ては、県議会と連携の上、新たな救済策を求

め、平成21年に特措法が成立いたしました。

その後、平成22年５月から24年７月までの２

年３カ月の間に、本県だけで約４万3,000人

の方から申請がございました。 

 次の９ページのほうをお願いいたします。 

 ５の判定結果の表の一番下に記載しており

ますとおり、約３万7,000人の方々が救済を

受けられました。その後、各方面から、この

判定結果の出生年別、市町村別による集計に

ついて公表の要望があり、本日、結果につい

て御報告するものでございます。 

 恐縮でございますが、今の資料の２ページ

のほうをお願い申し上げます。 

 まず、出生年別でございます。 

 生まれにつきましては、明治から昭和の方

まで対象となられました。 

 この特措法の救済を受けられるためには、

まずメチル水銀に汚染をされた魚介類をたく

さん食べられた可能性があることが必要でご

ざいます。しかし、生まれた年と汚染された

魚介類をたくさん食べられた地域とは、必ず

しも一致するものではないと考えておりま

す。 

 次に、資料の４ページのほうをお願い申し

上げます。 

 市町村別でございます。 

 資料のとおり、水俣・芦北地域にとどまら

ず、八代市や天草地域などにお住まいであっ

た方も対象となられました。 

 このうち、対象地域外に居住されていた方

で救済を受けられた方もありましたが、この

方々も、水俣湾またはその周辺水域の魚介類

を多食した可能性と両手、両足の感覚が鈍い

などの症候要件により判断をさせていただき

ました。 

 多食の可能性や症候要件で救済の対象かど

うかを判断したものでございまして、対象地

域外の周辺水域が汚染をされていたというこ

とではないと考えております。 

 最後に、資料の６ページのほうをお願い申

し上げます。 

 この資料は、市町村別の数字をさらに出生

年別に細かく分類をしたものでございます。 

 本日御説明をいたしました資料は、メチル

水銀による汚染の年代や地域の広がりについ

て、何か新たなことを示すものではないと考

えております。 

 県としては、引き続き水俣病問題の解決に

向けて真摯に取り組んでまいります。 

 報告は以上でございます。よろしくお願い

申し上げます。 

 

○古森産業支援課長 産業支援課です。 

 Ａ４横の商工観光労働部の報告事項のほう

の冊子をお開きください。 

 １ページから参ります。 

 バイク・ラブ・フォーラムについて報告い

たします。 

 １の目的のとおり、二輪車関係団体や国、

関係自治体と、９月12日の土曜日「バイクの

魅力をもっと伝えよう」をテーマに、第３回
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ＢＩＫＥ ＬＯＶＥ ＦＯＲＵＭ ｉｎ熊本

を開催いたします。 

 熊本県は、バイク・ラブ・フォーラムの参

画等を通じまして、二輪車産業の振興を図

り、熊本県をライダーが一番住みたい、乗り

たい、行きたい県にすることを目指します。 

 ２の概要ですが、９月12日の13時から17時

30分まで、くまもと県民交流館パレアの10階

のパレアホールで開催いたします。主催は、

ＢＩＫＥ ＬＯＶＥ ＦＯＲＵＭ開催実行委

員会です。これは、下の囲いの米印の２に記

載のとおり、経済産業省と二輪車関係自治体

や団体で構成されています。 

 フォーラムの内容は、第１部は、二輪車産

業政策ロードマップの展開、第２部は、バイ

クの魅力発信トークです。 

 二輪車産業政策ロードマップとは、下の囲

いの米印３に記載のとおり、2020年までに世

界のバイクの２分の１を日本ブランド、国内

新車販売台数100万台という共通目標を達成

するために実行施策を取りまとめたもので、

昨年５月16日に発表されたものです。 

 また、このフォーラムのほか、びぷれす広

場や上通でバイクの展示やくまモンも登場す

るステージイベント等を行う予定です。 

 ２ページをお願いします。 

 こちらは開催プログラム(案)です。 

 第１部の二輪車産業政策ロードマップの展

開の中で、熊本県のバイク振興策や高校交通

安全対策の取り組みを発表する予定です。 

 産業支援課は以上です。 

 

○田代国広委員長 以上で報告の説明が終了

しましたので、質疑を受けたいと思います。 

 質疑はありませんか。 

 

○鎌田聡委員 水俣病の特措法の関係の地域

と年代別の広がりということで報告がありま

した。 

 これは、私も、昨年、代表質問でこういっ

たものを出してほしいということで求めてお

りましたので、状況がわかりましたけれど

も、地域外でも3,000数名ですか、一時金の

対象となっております。ただ、今説明があり

ましたけれども、不知火海全域が、地域外も

含めて、汚染されていたとは考えにくいとい

う話でありましたけれども、何をもってそう

いうふうな話になるのかをちょっと教えてい

ただきたいと思います。 

 

○田中水俣病保健課長 １つは、これまで水

俣病の認定患者さんが発生した地域というの

が、ほぼ水俣・芦北地域に限られるというこ

と。それから、今回の特措法につきまして

は、先ほども御説明しましたように、水俣湾

及びその周辺水域の魚介類を多食した可能性

があるということで、地域内にお住まいある

いは地域外にお住まいの方も審査をさせてい

ただいたわけですけれども、地域外の方につ

きましても、この水俣、芦北のほうにお仕事

で来られていたとか、通勤をされていたと

か、あるいは漁業で水俣、芦北のほうに来ら

れていたと、そういうふうなお申し出があり

まして、それを審査させていただきました。 

 そうしたことから、例えば天草の姫戸、倉

岳あるいは河浦、その地先のところまで汚染

をされていた、その周辺水域まで汚染をされ

ていたというふうには考えておりません。 

 以上でございます。 

 

○鎌田聡委員 その汚染されていたかどうか

というのは、やっぱりその広がりを――どこ

かで水俣湾の魚をいっぱいとられたという、

多分多食したのを証明をとられてこういう判

断をされたと思いますけれども、もう一つに

は、多分この症状も含めてこれは判断された

と思いますから、そこで多食――その部分だ

けじゃなくて、やっぱり症状があるというこ

とは、地域外にお住まいのところも汚染され

ていた可能性としては――これを全てありま
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せんよという判断をつけられる状況ではない

と思うんですよね。 

 ですから、やっぱり、まあ今回せっかくこ

ういう集計をされたわけですから、これをぜ

ひまた今後の救済ということで生かしていっ

ていただきたいし、まさに県も要望しており

ました沿岸の健康調査、これに向けてやっぱ

りやっていただくように、ぜひこのデータを

国にきちんとお渡ししていただいて、今後の

――やっぱりまだまだ、裁判も含めて、いろ

いろなことが、まあ救済策によって全てが解

決したという状況ではありませんので、これ

をもとにやっぱりさらなる解決に向けて、せ

っかくのデータですから使っていただきたい

と思いますけれども、何かこれをもってもう

年代や地域の広がりがあるということは考え

られないとおっしゃられましたけれども、こ

れのデータを生かして救済策につなげていき

たいと思いますが、その気はないんですか。 

 

○田中水俣病保健課長 まず、このデータに

つきましては、既に環境省、それから関連が

ございます鹿児島県のほうには提供して説明

をしております。 

 それから、これは多尐一般論的になります

が、水俣病対策に限らず、先ほど議論がござ

いました中小企業の振興に関してもそうだと

思うんですが、いろんなやってきたことある

いはいろんなデータがあれば、それは当然今

後の施策を考える上で、使われるものは使わ

れていくものだろうと思います。 

 今後のことにつきましては、特措法が終わ

り、今、私どもとしましては、公健法の認定

申請をなさっている方に迅速に対応していく

ことが一番だと思いますし、あわせていろん

な御意見について相談窓口でお話を聞いたり

することをさせていただいておりますが、ま

たいろんな御意見を踏まえながら、これまで

やってきたことあるいはデータも使って、今

後のことについて御議論があれば、そのとき

に活用されるものだろうというふうに思って

おります。 

 

○鎌田聡委員 また今度、私も、本会議があ

りますので、その場で多分申し上げると思い

ますけれども、やっぱりせっかくのデータで

すから、多分この集計、時間がかかったと思

いますし、そして、さらなるやっぱり地域を

細かく見ていくこともまた必要だと思います

し、そのことによってまた救済策として足ら

ない部分がどこなのかということも見えてく

ると思いますから、そこも――まあ県で全て

やれという話じゃなくて、やっぱり国にきち

んとその辺も県から意見を言っていただきた

いという思いでこのデータはぜひ活用してい

ただきたいと思いますので、そういうことで

きょうの場は、ぜひこのデータの活用という

ことを要望しておきたいと思います。 

 

○田代国広委員長 ほかにありませんか。 

  (「ありません」と呼ぶ者あり) 

○田代国広委員長 なければ、これで報告に

対する質疑を終了いたします。 

 そのほかで何かございませんか。ありませ

んか。――なければ、以上で本日の議題は終

了いたしました。 

 最後に、要望書が３件提出されております

ので、参考としてお手元に配付いたしており

ます。 

 それでは、これをもちまして第３回経済環

境常任委員会を閉会します。お疲れさまでし

た。 

  午前11時17分閉会 
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